
公共事業予算の確保と補正予算の編成を求める意見書

我が国の経済は、大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長戦略からなる

経済対策の取組等により、回復傾向にあるものの、地方においては、その効

果が未だ十分に発揮されていない。

そのような中、本年７月に示された国の平成２８年度予算の概算要求基準

は、公共事業など裁量的経費を前年度当初予算より１割削減する内容となっ

ている。

近年、国の公共事業予算が削減される一方で、高度経済成長期に建設され

た道路や橋などのインフラ施設は更新期を迎えており、今後、老朽化に伴う

維持管理経費の増大が見込まれるとともに、南海トラフ巨大地震などの大規

模災害に備えた防災・減災対策の充実も求められている。

本県は、本年３月に、大分市と宮崎市を結ぶ東九州自動車道が開通したも

のの、高速道供用率や国県道改良率は、全国、九州においても特に低い状況

にあることから、社会資本の整備が急務である。

そうした中での公共事業予算の縮小の動きは、地方の景気を停滞させるの

みならず、社会資本整備における地域間格差を拡大させるとともに、地方の

重要な産業の一つである建設業にも大きな影響を与え、地域の災害対応につ

いても不安が生じる状況となっている。

よって、国におかれては、社会資本を計画的に整備し国民の安全・安心を

守るため、公共事業予算を安定的かつ十分に確保するとともに、地方にも経

済の好循環を拡大し、「地方創生」の早期実現を図るため、大型補正予算を

編成し、その上で、予算配分に当たっては整備の遅れている地方に重点的に

配分するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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